
船舶事故調査報告書 

平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２７年１０月４日 １０時３３分ごろ 

発生場所 石川県金沢市内灘町沖 

 金沢港西防波堤灯台から真方位０５６°４,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３６°４０.０′ 東経１３６°３８.５′） 

事故の概要  プレジャーボートステーサーは、北進中、転覆した。 

 ステーサーは、船外機に濡損を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年５月２日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指

名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ステーサー、５トン未満（長さ３.２１ｍ） 

 ２４０－４６４７６石川、歓信寺 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮中央期 

 事故の経過  本船は、船長が、１人で乗り組み、家族（以下「同乗者」とい

う。）１人を乗せ、短時間の巡航目的で、船尾に腰を掛けて船外機の

舵を握って操船に当たり、北進した。 

 本船は、左舷側から波を受けた際、船長が体のバランスを崩し、右

舷側に傾斜して２人共落水し、転覆した。 

 船長及び同乗者は、近くで見ていた水上オートバイによって本船と

共に救助された。 

 船長及び同乗者は、それぞれ救命胴衣を着用していた。 

 船長は、波の影響がこれほど大きいとは思わなかったと本事故後に

思った。 

分析  本船は、北進中、沖合からの波を船横方向から受けたことから、右

舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、沖合からの波を船横方向に受けたため、右舷側

に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型のボートの出航判断に関しては、波浪の影響を十分に考慮す

ること。  


